
 

 

 

 

 

 

 

 
 

年 末 年始 労働 災 害防 止強 化 運動 を実 施 しま す！  
～職場の安全と健康を確保し、労使が一体となった安全衛生活動の徹底を～  

茨城労働局（局長 澤口
さわぐち

 浩司
こうじ

）は、年末年始のあわただしくなるこの時期、掃除や機械設備の保

守点検等の作業が多くなるほか、積雪や凍結等に伴い労働災害が発生するリスクが大きくなることか

ら、12月１日（金）から１月31日（水）までの期間、「年末年始労働災害防止強化運動」を広く展

開します。 

茨城労働局では、強化運動期間中の 12 月８日（金）に茨城労働局労働基準部長による安全パトロ

ールを実施し、管内の労働基準監督署では、労働基準監督署長等による安全パトロールを実施して、

一層の労働災害防止を呼び掛ける等の取組を行います。 

 

○ 取組期間   令和５年 12 月１日（金）から令和６年 1 月 31 日（水） 

○ 実施事項 

１ 関係団体等に対し、傘下事業場への実施要綱（別添資料 No.１）の取組要請 

・経営トップによる「災害発生ゼロ」の決意表明 

・安全衛生パトロールの実施等による職場の安全衛生活動の総点検の実施等 

２ 労働基準部長による安全パトロール 

・労働基準部長による食料品製造業のパトロール [ 12 月８日（金）] ※取材可能 

３ 管下労働基準監督署による年末建設一斉監督  

・建設工事に対する一斉監督（12 月１日（金）から 12 月 14 日（木）) 
  
 
別添資料   No.２̶１ ｢令和５年度年末年始労働災害防止強化運動｣ 実施要綱 

No.２-２ 同強化運動 リーフレット 
No.２-３  茨城県内の労働災害発生状況（令和５年 10 月末速報値) 
No.２-４  令和５年 県内の労働災害発生状況（令和５年 10 月末速報値)  
No.２-５  令和５年 死亡災害事例（茨城県内の 10 月末現在） 
No.２-６  転倒災害防止リーフレット（茨城局版） 
No.２-７  職長等のみなさまへ（リーフレット） 
(参 考)  令和５年度年末年始無災害運動リーフレット（中災防） 
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労働基準部長による安全パトロールの実施概要等 

 

１ 日 時   令和５年１２月８日（金）午後２時００分～午後３時１５分 

２ 実施先  

（１）事業場名   フジパン株式会社 下妻工場 

（２）所 在 地  下妻市鯨２７００－３ 

（３）事業概要   関東エリアで５棟目の工場として７月に稼働（茨城県での稼働は 

         初めて）。首都圏の中核工場として茨城県産の米粉を使用したお米ロ

ール、お米コッペ、スナックサンド、食パンなどの商品を製造し、

スーパーやコンビニエンスストア等に納品している。 

（４）当日の集合場所 下妻市鯨２７００－３ ※ 添付の地図参照 

※ 開始時間の約１０分前までに集合してください。 

３ 日程等の詳細 

（１）午後２時００分～ 工場概要等の説明等（15 分） 

（２）午後２時４０分～ 労働基準部長による訓話（５分） 

（３）午後２時４５分～ 工場内の安全パトロール（20 分）  

（４）午後３時０５分～ 講評等（10 分） 

   ※ 上記安全パトロールの様子について、撮影が可能です（一部撮影ができない場所

がありますのでご了承願います）。 

 

４ 取材の申込方法等 

（１）安全パトロールの同行取材をご希望の場合は、パトロール前日の 

１２月７日（木）正午まで に担当までご連絡ください。 

担当：主任安全専門官 立原（電話 029－224－6215） 

（２）工場への入場につきましては、入場者数を５人程度に制限させていただくことが

ありますので、ご了承ください。 

（３）安全パトロールは工場内の加工場となります。 

加工場へ入場する際は、保護衣、布帽子等を着用し、指輪、ピアスなどのアクセ

サリーは外す必要がありますので、ご了承ください。 


